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各派内示・記者会見資料 （平成17年2月21日）

平 成 1 7 年 ２ 月 秋 田 市 議 会 定 例 会 提 出 予 定 案 件

件 名 説 明

「 予 算 案 」 31 件

１ 平成17年度秋田市一般会計予算の件 ○資料別紙

２ 平成17年度秋田市土地区画整理会計 ○資料別紙

予算の件

３ 平成17年度秋田市市有林会計予算の ○資料別紙

件

４ 平成17年度秋田市市営墓地会計予算 ○資料別紙

の件

５ 平成17年度秋田市中央卸売市場会計 ○資料別紙

予算の件

６ 平成17年度秋田市農業集落排水会計 ○資料別紙

予算の件

７ 平成17年度秋田市大森山動物園会計 ○資料別紙

予算の件

８ 平成17年度秋田市廃棄物発電会計予 ○資料別紙

算の件

９ 平成17年度秋田市国民健康保険事業 ○資料別紙

会計予算の件

10 平成17年度秋田市老人保健医療事業 ○資料別紙

会計予算の件

11 平成17年度秋田市母子寡婦福祉資金 ○資料別紙

貸付事業会計予算の件

12 平成17年度秋田市介護保険事業会計 ○資料別紙

予算の件

13 平成17年度秋田市病院事業会計予算 ○資料別紙

の件
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14 平成17年度秋田市水道事業会計予算 ○資料別紙

の件

15 平成17年度秋田市交通事業会計予算 ○資料別紙

の件

16 平成17年度秋田市下水道事業会計予 ○資料別紙

算の件

17 平成16年度秋田市一般会計補正予算 ○資料別紙

（第６号）の件

18 平成16年度秋田市土地区画整理会計 ○資料別紙

補正予算（第２号）の件

19 平成16年度秋田市市有林会計補正予 ○資料別紙

算（第１号）の件

20 平成16年度秋田市市営墓地会計補正 ○資料別紙

予算（第２号）の件

21 平成16年度秋田市中央卸売市場会計 ○資料別紙

補正予算（第２号）の件

22 平成16年度秋田市農業集落排水会計 ○資料別紙

補正予算（第３号）の件

23 平成16年度秋田市大森山動物園会計 ○資料別紙

補正予算（第２号）の件

24 平成16年度秋田市廃棄物発電会計補 ○資料別紙

正予算（第１号）の件

25 平成16年度秋田市国民健康保険事業 ○資料別紙

会計補正予算（第３号）の件

26 平成16年度秋田市老人保健医療事業 ○資料別紙

会計補正予算（第３号）の件

27 平成16年度秋田市介護保険事業会計 ○資料別紙

補正予算（第３号）の件

28 平成16年度秋田市病院事業会計補正 ○資料別紙

予算（第１号）の件



- 3 -

29 平成16年度秋田市水道事業会計補正 ○資料別紙

予算（第３号）の件

30 平成16年度秋田市交通事業会計補正 ○資料別紙

予算（第１号）の件

31 平成16年度秋田市下水道事業会計補 ○資料別紙

正予算（第４号）の件

「 条 例 案 」 26 件

32 秋田市部設置条例の一部を改正する ○改正理由

件 水道事業と下水道事業の組織の統合に伴

い下水道部を廃止するとともに、国体局を

新設するため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 下水道部を廃止する。

２ 国体局を新設し、その所管する業務を

第62回国民体育大会等に関することとす

る。

○施行期日 平成17年４月１日から

33 秋田市職員定数条例の一部を改正す ○改正理由

る件 水道事業と下水道事業の組織の統合およ

び交通事業の廃止に伴い、職員の定数を改

めるため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 一般の職員の定数を1,862人から1,833

人とする。

２ 上下水道局の職員の定数を 276人とす

る。

３ 交通事業職員の定数に関する規定を削

る。

○施行期日 平成 17年４月１日から。ただ

し、３については平成18年４月１日から

34 秋田市報酬及び費用弁償額並びにそ ○改正理由

の支給方法条例の一部を改正する件 個人情報保護審査会委員の報酬額を定め

るとともに、結核診査協議会委員等の報酬

額を改定するため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 結核診査協議会委員、感染症の診査に

関する協議会委員および情報公開審査会委

員の報酬額を日額２万円から日額１万円に

引き下げる。
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２ 個人情報保護審査会委員の報酬を日額

１万円とする。

３ 個人情報保護審議会委員の報酬に関す

る規定を削る。

○施行期日 平成 17年４月１日から。ただ

し、２については同年７月１日から

35 秋田市職員給与条例の一部を改正す ○改正理由

る件 水道事業と下水道事業の組織の統合に伴

、い下水管内作業手当等を廃止するとともに

給料の調整額に関する経過措置を定めるた

め、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 特殊勤務手当のうち、下水管内作業手

当および下水道使用料徴収手当を廃止す

る。

、２ 食肉衛生検査所に勤務する職員のうち

平成17年３月 31日に県の職員であった者

等に対して支給する平成17年度の給料の

調整額についての経過措置を規定する。

○施行期日 平成17年４月１日から

36 秋田市人事行政の運営等の状況の公 ○設定理由

表に関する条例を設定する件 地方公務員法の一部改正（平成16年法律

第 85号）に伴い、人事行政の運営等の状況

の公表に関し必要な事項を定めるため、こ・地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する

の条例を設定しようとするもの法律の一部を改正する法律（平成１６年法律第８５号 ：平成１６年）

○要 旨６月９日公布、一部の規定を除き、同年８月１日施行

１ 任命権者は、毎年７月末日までに、市

長に対し、前年度における人事行政の運

営の状況を報告しなければならないこと

とし、その報告事項について規定するこ

ととする。

２ 公平委員会は、毎年７月末日までに、

市長に対し、前年度における業務の状況

を報告しなければならないこととし、そ

。の報告事項について規定することとする

３ 市長は、１および２の報告を受けたと

きは、毎年９月末日までに、それらの報

告を公表しなければならないこととし、

その方法について規定することとする。

○施行期日 平成17年４月１日から
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37 秋田市情報公開条例の一部を改正す ○改正理由

る件 公開の対象となる文書等の範囲を拡大す

るとともに、規定を整備するため、改正し

ようとするもの

○改正要旨

１ 電磁的記録をこの条例における公文書

の定義に加え、情報公開の対象とするこ

ととする。

２ 実施機関は、公益上特に必要があると

きは、不開示情報が記録されている公文

書を開示することができることとする。

３ 実施機関は、公文書の存否を答えるだ

けで不開示情報を開示することとなると

きは、その存否を明らかにしないで開示

。請求を拒否することができることとする

４ 実施機関は、開示請求に係る公文書に

第三者に関する情報が記録されていると

きは、開示決定等をするに当たって、当

該第三者に意見書を提出する機会を与え

ることができることとする。

５ 電磁的記録の開示は、情報化の進展状

況等を勘案して、市長が定める方法によ

り行うこととする。

６ 秋田市情報公開審査会に不服申立てに

係る諮問をした実施機関は、不服申立人

等に対してその旨を通知しなければなら

ないこととする。

７ 市の出資法人および公の施設の指定管

理者は、情報の公開に努めなければなら

ないこととする。

○施行期日 平成 17年７月１日から。改正

後の条例の規定は、施行日以後に職員が作

成した公文書等について適用する旨の経過

措置その他所要の経過措置を規定する。

38 秋田市電子計算組織に係る個人情報 ○改正理由

、の保護に関する条例の全部を改正す 記述による情報を含む個人情報の取扱い

る件 開示請求等について定めるため、改正しよ

うとするもの

○改正要旨・個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号 ：平成１５）

。年５月３０日公布、一部の規定を除き同日施行 １ 題名を秋田市個人情報保護条例とする

２ この条例は、個人情報の適正な取扱い・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

に関する基本的事項を定めるとともに市５８号 ：平成１５年５月３０日公布、平成１７年４月１日施行）

が保有する個人情報の開示、訂正および

利用停止を請求する個人の権利を保障す
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ることにより、市政の適切かつ円滑な運

営を図りつつ、個人の権利利益を保護す

ることを目的とすることとする。

３ この条例において「実施機関」とは、

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公

平委員会、監査委員、農業委員会、固定

資産評価審査委員会、公営企業管理者、

消防長および議会をいうこととする。

４ この条例において「個人情報」とは、

個人に関する情報であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができ

るものをいうこととする。

５ この条例において「保有個人情報」と

は、実施機関の職員が職務上作成し、又

は取得した個人情報であって、当該実施

機関の職員が組織的に利用するものとし

て、当該実施機関が保有しているものを

いうこととする。

６ 実施機関は、個人情報を取り扱う事務

を開始しようとするときは、あらかじめ

、市長に通知しなければならないこととし

市長はこれを一般の閲覧に供さなければ

ならないこととする。

７ 実施機関は、個人情報を収集するとき

は、法令等に定めがある場合等を除き、

本人から収集しなければならないことと

する。

８ 実施機関は、本人の同意がある場合等

を除き、利用目的以外の目的のために保

有個人情報を利用し、又は提供してはな

らないこととする。

９ 実施機関は、法令等に定めがある場合

等を除き、オンライン結合（市以外の電

子計算機と通信回線を用いて結合し、市

以外のものが随時情報を入手できる状態

にすること ）による情報の提供を行っ。

てはならないこととする。

10 実施機関から個人情報を取り扱う事務

の委託を受けたもの又は公の施設の管理

を行う指定管理者は、当該受託又は管理

の業務に当たって取り扱う個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならないこととする。

11 何人も、実施機関に対し、当該実施機
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関の保有する自己を本人とする保有個人

情報の開示を請求することができること

とする。

12 死者の相続人等は、実施機関に対し、

当該実施機関の保有する死者を本人とす

る一定の保有個人情報の開示を請求する

ことができることとする。

13 実施機関は、開示請求に係る保有個人

情報に一定の不開示情報が含まれている

場合を除き、当該保有個人情報を開示し

なければならないこととする。

14 保有個人情報の開示を受けた者は、開

示を受けた保有個人情報の内容が事実で

ないと思料するときは、当該保有個人情

報の訂正を請求することができることと

する。

15 実施機関は、訂正請求に理由があると

認めるときは、当該訂正請求に係る保有

個人情報の利用目的の達成に必要な範囲

内で、当該保有個人情報の訂正をしなけ

ればならないこととする。

16 保有個人情報の開示を受けた者は、開

示を受けた保有個人情報が適法に取得さ

れたものでない等と思料するときは、当

該保有個人情報の利用停止等を請求する

ことができることとする。

17 実施機関は、利用停止請求に理由があ

ると認めるときは、個人情報の適正な取

扱いを確保するために必要な限度で、保

有個人情報の利用停止をしなければなら

ないこととする。

18 実施機関は、原則として、開示請求、

訂正請求又は利用停止請求があった日か

ら、開示請求にあっては15日以内、訂正

請求および利用停止請求にあっては30日

以内にその可否を決定しなければならな

いこととする。

19 実施機関は、開示決定等、訂正決定等

および利用停止決定等について不服申立

てを受けたときは、原則として、秋田市

個人情報保護審査会に諮問しなければな

らないこととする。

20 19の諮問に応じ不服申立について調査

審議するため、秋田市個人情報保護審査

会を置くこととする。
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21 統計法に規定する指定統計を作成する

、ために集められた個人情報等については

この条例の規定は、適用しないこととす

る。

22 市の出資法人は、この条例に準じて、

当該出資法人の保有する個人情報の保護

に関し必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならないこととする。

23 市長は、毎年度、各実施機関における

この条例の運用の状況をとりまとめ、そ

の概要を公表することとする。

23 正当な理由がないのに、個人の秘密に

属する事項が記録された個人情報ファイ

ルを提供する等の行為を行った実施機関

の職員等に対する罰則を設けることとす

る。

○施行期日 平成 17年７月１日から。ただ

し、20については同年４月１日からとし、

所要の経過措置を規定する。

39 秋田市特別会計条例の一部を改正す ○改正理由

る件 水道事業と下水道事業の組織の統合に伴

い、規定を整備するため、改正しようとす

るもの

○改正要旨

下水道事業会計等に関する規定を削る。

○施行期日 平成17年４月１日から

40 秋田市長期継続契約を締結すること ○設定理由

ができる契約に関する条例を設定す 長期継続契約を締結できる契約について

る件 定めるため、この条例を設定しようとする

もの

○要 旨・地方自治法の一部を改正する法律（平成１６年法律第５７号 ：平成）

物品を借り入れる契約で商慣習上複数年１６年５月２６日公布、同年１１月１０日施行

にわたり契約を締結することが一般的であ・地方自治法施行令の一部を改正する政令 平成１６年政令第３４４号（ ）

るものおよび保守管理等の業務委託契約に：平成１６年１１月８日公布、一部の規定を除き、同月１０日施行

ついては、長期継続契約を締結できること

とする。

○施行期日 平成17年４月１日から

41 秋田市緑あふれるまちづくり基金条 ○設定理由

（ 「 」例を設定する件 緑あふれるまちづくり基金 以下 基金

という ）を設置するため、この条例を設。

定しようとするもの
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○要 旨

１ 基金は、本市における市民の連帯の強

化および地域振興のための事業に要する

、 。経費に充てるため 設置することとする

２ 基金として積み立てる額は、一般会計

予算で定める額とすることとする。

３ 基金に属する現金は、金融機関への預

金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならないこととする。

４ 基金の運用から生ずる収益は、本市に

おける市民の連帯の強化又は地域振興の

ための事業に要する経費に充てるほか、

基金に編入することとする。

５ 市長は、財政上必要があると認めると

きは、基金に属する現金を歳計現金に繰

り替えて運用することができることとす

る。

６ 基金は、本市における市民の連帯の強

化又は地域振興のための事業に要する経

費に充てる場合に限り、処分できること

とする。

○施行期日 平成17年４月１日

42 秋田市市税条例の一部を改正する件 ○改正理由

地方税法の一部改正（平成16年法律第17

号）等に伴い、信託業を営む外国法人に外・地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の

国税額控除を行うこととするとともに、規一部を改正する法律（平成１６年法律第１７号 ：平成１６年３月）

定を整備するため、改正しようとするもの３１日公布、一部の規定を除き、同年４月１日施行

○改正要旨・市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律（平成１６年

法人市民税法人税割額における外国税額法律第５８号 ：平成１６年５月２６日公布、同年１１月１０日施行）

控除制度の対象となる法人に信託業を営む・不動産登記法（平成１６年法律第１２３号 ：平成１６年６月１８日）

外国法人を加えることとする。公布、平成１７年３月７日施行

○施行期日 公布の日から・信託業法 平成１６年法律第１５４号 ：平成１６年１２月３日公布（ ） 、

同月３０日施行

43 秋田市法定外公共物管理条例の一部 ○改正理由

を改正する件 法定外公共物の使用料の減免に関する規

定を整備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

使用料を減免することができる場合に、

特別の事情があると認める場合を加えるこ

ととする。

○施行期日 公布の日から
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44 秋田市雄和左手子交流センター条例 ○設定理由

を設定する件 雄和左手子交流センター（以下「センタ

ー」という ）の設置、指定管理者の指定。

の手続等について定めるため、この条例を

設定しようとするもの

○要 旨

１ センターを雄和左手子字清水下43番地

３に設置することとする。

２ センターを使用しようとする者は、あ

らかじめ市長の許可を受けなければなら

ないこととする。

３ 市長は、管理上支障があるとき等は、

センターの使用の制限等をすることがで

きることとする。

４ 使用者は、センターの使用を終えたと

き等は、その施設等を原状に回復しなけ

ればならないこととする。

５ 使用者は、センターの施設等を損傷し

たとき等は、その損害を賠償しなければ

ならないこととする。

６ 市長は、センターの管理を指定管理者

に行わせることができることとし、その

指定の手続等について規定することとす

る。

○施行期日 平成 17年４月１日から。ただ

し、６については公布の日から。指定管理

。者の指定の手続に係る経過措置を規定する

45 秋田市介護保険条例の一部を改正す ○改正理由

る件 保険料率を改めるとともに、秋田市個人

情報保護条例の施行に伴い規定を整備する

ため、改正しようとするもの

○改正要旨

河辺町および雄和町の編入等による介護

保険事業計画の見直しに伴い、平成17年度

における保険料率を定めることとする。

○施行期日 平成 17年４月１日から。改正

後の条例の規定は、平成17年度分の保険料

。について適用する旨の経過措置を規定する

46 秋田市結核診査協議会条例の一部を ○改正理由

改正する件 結核予防法の一部を改正する法律（平成

16年法律第133号）の施行に伴い、結核診査

協議会（以下「協議会」という ）の組織・結核予防法の一部を改正する法律（平成１６年法律第１３３号 ：平） 。

について定めるため、改正しようとするも成１６年６月２３日公布、平成１７年４月１日施行
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の・結核予防法施行令の一部を改正する政令 平成１６年政令第３０３号（ ）

○改正要旨：平成１６年１０月６日公布、平成１７年４月１日施行

協議会は、委員６人以内で組織すること

とし、委員の任期、委員長の設置およびそ

。の選任方法等について規定することとする

○施行期日 平成17年４月１日から

47 秋田市中小企業融資あっせん条例の ○改正理由

一部を改正する件 定額の損失補償を廃止するため、改正し

ようとするもの

○改正要旨

市長は、予算の範囲内で、損失補償を行

うことができることとする。

○施行期日 平成 17年４月１日から。改正

後の条例の規定は、施行日以後に行われる

融資について適用する旨の経過措置を規定

する。

48 秋田市農業集落排水施設条例の一部 ○改正理由

を改正する件 雄和種平農業集落排水施設の区域を拡張

するため、改正しようとするもの

○改正要旨

雄和種平農業集落排水施設の区域に、雄

和平尾鳥字竹ノ花、字野田、字中村、字金

、 、 、 、 、井田 字中田 字田向 字臼ケ沢 字細田

、 。字大巻 字下野の区域を加えることとする

○施行期日 平成17年４月１日から

49 秋田市中央卸売市場業務条例の一部 ○改正理由

を改正する件 卸売市場法の一部を改正する法律（平成

16年法律第 96号）の施行に伴い、卸売業者

、・卸売市場法の一部を改正する法律（平成１６年法律第９６号 ：平成） 等の業務に関する規制を緩和するとともに

卸売の業務に係る物品の品質管理の方法等１６年６月９日公布、一部の規定を除き、同日施行

を定めるため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 卸売業者が市場開設区域内において販

売をしようとするときは、あらかじめ市

長に届け出なければならないこととし、

その届出事項等について規定することと

する。

２ 卸売業者が、他の卸売市場の卸売業者

との共同集荷等に基づき卸売をする場合

であって、市長の承認を受けているとき

は、仲卸業者および売買参加者以外の者

に卸売をすることができることとし、そ
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の承認の手続等について規定することと

する。

３ 卸売業者の自己の計算による卸売の禁

止の措置を廃止することとする。

４ 卸売業者は、電子商取引に係る一定の

、生鮮食料品等の卸売をする場合であって

市長の承認を受けたときは、市場外の物

品の卸売をすることができることとし、

その承認の手続等について規定すること

とする。

５ 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者

からその卸売をした物品の販売の委託を

引き受け、又は買い受けてはならないこ

ととする。

６ 仲卸業者は、卸売業者が市長の承認を

受けて締結した他の卸売市場の卸売業者

との共同集荷契約等に基づき、市長の承

認を受けて、当該他の卸売市場の卸売業

者等から買い入れることができることと

し、その承認の手続等について規定する

こととする。

７ 仲卸業者が市場開設区域内において販

売をしようとするときは、あらかじめ市

長に届け出なければならないこととし、

その届出事項等について規定することと

する。

８ 卸売業者は、卸売予定数量等をその取

引の方法ごとに市長に報告し、および公

表しなければならないこととする。

９ 売買仕切金の前渡しに係る市長の承認

の手続を廃止することとする。

10 市長は、卸売の業務に係る物品の品質

管理の方法として、施設の設定温度等に

関する事項等を定めなければならないこ

ととし、卸売業者等の市場関係事業者は

当該方法に従わなければならないことと

する。

11 市長は、卸売の業務の適正かつ健全な

運営を確保するために必要があると認め

るときは、卸売業者に対し、当該卸売業

者の業務又は会計に関し必要な改善措置

をとるべき旨を命ずることができること

とする。

12 市長は、仲卸しの業務の適正かつ健全

な運営を確保するため規則で定める場合
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、 、に該当するときは 当該仲卸業者に対し

財産に関し必要な改善措置をとるべき旨

を命ずることができることとする

○施行期日 卸売市場法（昭和46年法律第

35号）第 11条の規定による農林水産大臣の

認可があった日以後において規則で定める

日から

50 秋田市屋外広告物条例の一部を改正 ○改正理由

する件 屋外広告物法の一部改正（平成16年法律

第111号）に伴い、除却した広告物等に係る

保管等の手続、屋外広告業の登録制度等に・景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１６年法律

ついて定めるとともに、規定を整備するた第１１１号 ：平成１６年６月１８日公布、同年１２月１７日施行）

め、改正しようとするもの・都市緑地保全法等の一部を改正する法律 平成１６年法律第１０９号（ ）

○改正要旨：平成１６年６月１８日公布、同年１２月１７日施行

１ 広告物の禁止地域に、高速自動車道お・文化財保護法の一部を改正する法律（平成１６年法律第６１号 ：平）

。成１６年５月２８日公布、平成１７年４月１日施行 よび自動車専用道路を加えることとする

２ 広告物の禁止物件に、発電用風力設備

を加えることとする。

３ 広告物の許可の適用除外物件に、政治

団体が政治活動のために表示するはり紙

等を加えることとする。

、４ 大規模な広告物を管理する者の要件に

国土交通大臣の登録を受けた登録試験機

関が行う試験の合格者を加えることとす

る。

５ 違反広告物の設置者等に対する措置命

令は、５日以上の期限を定めて行うこと

とする。

６ 除却した広告物等を保管した場合の公

示事項、公示の方法、その価額の評価方

法、売却の手続、売却可能となるまでの

期間および返還の手続について規定する

こととする。

７ 屋外広告業を営もうとする者は、市長

、の登録を受けなければならないこととし

その申請手続等について規定することと

する。

８ 屋外広告業者は、営業所ごとに業務主

任者を設置しなければならないこととす

る。

９ 屋外広告業者は、営業所ごとに登録番

号等を記載した標識を掲示しなければな

らないこととする。

10 屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を
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備え、これを保存しなければならないこ

ととする。

11 市長は、不正に登録を受けたとき等に

登録の取消し等をすることができること

とする。

12 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備

え、これを公衆の閲覧に供しなければな

らないこととする。

13 市長は、屋外広告業を営む者に対し、

必要があると認めるときは、立入検査を

することができることとする。

14 屋外広告業の登録申請手数料の額は、

１万円とする。

15 登録を受けないで屋外広告業を営んだ

者等に対する罰則を設けることとする。

○施行期日 平成 17年４月１日から。ただ

し、屋外広告業の登録に関する部分は、同

年７月１日から。この条例の施行の際現に

旧条例に基づき届出をして屋外広告業を営

んでいる者については、施行日から６月間

は、登録を受けなくても引き続き屋外広告

業を営むことができる旨の経過措置を規定

する。

51 秋田市宅地開発に関する条例の一部 ○設定理由

を改正する件 市街化調整区域における開発行為等の許

可基準を定めるため、改正しようとするも

の

○要 旨

既存集落内において、市街化調整区域と

して区分される前から土地を所有しつつ継

続して生活の本拠を有する者の同居親族が

その世帯の通常の分化発展の過程で必要と

、する住宅の建築のために行う開発行為等は

市街化を促進するおそれがないと認められ

る開発行為等として、開発審査会の議を経

ずに許可をすることができることとする。

○施行期日 公布の日から

52 秋田市都市緑化の推進に関する条例 ○改正理由

の一部を改正する件 都市緑地保全法の一部改正（平成16年法

律第109号）に伴い、規定を整備するため、

改正しようとするもの・都市緑地保全法等の一部を改正する法律 平成１６年法律第１０９号（ ）

○改正要旨：平成１６年６月１８日公布、同年１２月１７日施行

都市緑地保全法を引用している規定の整
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備を行うこととする。

○施行期日 公布の日から

53 秋田市都市公園条例の一部を改正す ○改正理由

る件 都市公園法の一部改正（平成16年法律第

109号）に伴い除却した工作物等に係る保管

の手続等について定めるとともに、八橋運・都市緑地保全法等の一部を改正する法律 平成１６年法律第１０９号（ ）

動公園の多目的グラウンドの夜間照明設備：平成１６年６月１８日公布、同年１２月１７日施行

の使用料を定めるため、改正しようとする

もの

○改正要旨

１ 除却した工作物等を保管した場合の公

示事項、公示の方法、その価額の評価方

法、売却の手続および返還の手続につい

て規定することとする。

２ 過料の上限の額を１万円から５万円に

引き上げることとする。

３ 八橋運動公園の多目的グラウンドの夜

間照明設備の使用料は、１時間につき、

全点灯（主に野球に必要な範囲を照明す

。） 、るために90灯を点灯すること 1,600円

部分点灯（主にソフトボール等に必要な

範囲を照明するために48灯を点灯するこ

と ）800円とする。。

○施行期日 平成 17年４月１日から。この

条例の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による旨の経

過措置を規定する。

54 秋田市交通事業の設置等に関する条 ○廃止理由

例を廃止する件 交通事業を廃止するため、廃止しようと

するもの

○施行期日 平成18年４月１日から

55 重要な公の施設の廃止および長期か ○改正理由

つ独占的な利用に関する条例の一部 交通事業の廃止に伴い、特に重要な公の

を改正する件 施設に関する規定を整備するため、改正し

ようとするもの

○改正要旨

特に重要な公の施設から、乗合自動車事

業施設および貸切自動車事業施設に関する

規定を削る。

○施行期日 平成18年４月１日から
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56 秋田市営乗合自動車および貸切自動 ○廃止理由

車条例を廃止する件 交通事業の廃止に伴い、廃止しようとす

るもの

○施行期日 平成18年４月１日から

57 秋田市手数料条例の一部を改正する ○改正理由

件 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置

許可申請手数料等を定めるとともに、薬事

（ ）・地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令（平 法施行令の一部改正 平成15年政令第535号

2 2 に伴い規定を整備するため、改正しようと成１７年政令第１３号 ：平成１７年 月 日公布、同年４月１日施）

するもの行

○改正要旨・薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施

地方公共団体の手数料の標準に関する政行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成１５年政令第５３５号）

令の一部改正等に準じ、浮き屋根式特定屋：平成１５年１２月１９日公布、一部の規定を除き、平成１７年４月

外タンク貯蔵所の設置許可申請手数料等に１日施行

ついて、危険物の貯蔵最大数量に応じてそ

の金額を定めることとする。

○施行期日 平成17年４月１日から

「 単 行 案 」 12 件

58 平成16年度秋田市一般会計補正予算 ○除排雪関係経費に不足をきたし、補正す

（第５号）に関する専決処分につい るため専決処分した件について、議会の承

て承認を求める件 認を求めようとするもの

・専決処分年月日 平成17年２月２日

・補 正 額 200,000千円

・補正後の一般会計予算額

120,575,622千円

(補正後の除排雪関係経費予算額)

693,351千円

※専決処分した理由

今冬の予想を上回る降雪状況等により、

、今後の除排雪経費に不足をきたすことから

その経費の補正について急施を要し、議会

を招集する暇がなかったため

※根拠法：地方自治法第179条第３項

59 包括外部監査契約を締結する件 ○平成 17年度の包括外部監査契約を締結し

ようとするもの

・契約の目的 当該契約に基づく監査およ

び監査の結果に関する報告

・契約の始期 平成17年４月１日

・契約の金額 16,590,000円を上限とする額

・費用の支払方法 監査の結果に関する報

告提出後に一括払い。ただし執務費用
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は概算払いすることができる。

・契約の相手

住所 秋田市土崎港中央一丁目６番36号

氏名 堀井照重

資格 公認会計士

※根拠法：地方自治法第252条の36第１項

60 秋田市過疎地域自立促進計画を定め ○河辺地域に係る秋田市過疎地域自立促進

（ ）る件 計画 計画期間：平成17年度～平成22年度

を定めようとするもの

※根拠法：過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項、第33条第２項

61 秋田周辺広域市町村圏協議会を組織 ○平成17年３月 22日から天王町、昭和町お

する地方公共団体の数の減少および よび飯田川町を廃し、その区域をもって潟

秋田周辺広域市町村圏協議会規約の 上市が設置されることならびに同日から男

変更についての協議に関する件 鹿市および若美町を廃し、その区域をもっ

て男鹿市が設置されることに伴い、関係地

方公共団体で協議のうえ、同月21日をもっ

、て秋田周辺広域市町村圏協議会から天王町

昭和町、飯田川町、男鹿市および若美町を

脱退させるとともに同協議会規約を変更す

ることについて、議会の議決を求めようと

するもの

※根拠法：地方自治法第252条の６

62 秋田周辺広域市町村圏協議会を組織 ○平成17年３月 22日から天王町、昭和町お

する地方公共団体の数の増加および よび飯田川町を廃し、その区域をもって潟

秋田周辺広域市町村圏協議会規約の 上市が設置されることならびに同日から男

変更についての協議に関する件 鹿市および若美町を廃し、その区域をもっ

て男鹿市が設置されることに伴い、関係地

方公共団体で協議のうえ、同日から秋田周

辺広域市町村圏協議会に潟上市および男鹿

市を加入させるとともに同協議会規約を変

更することについて、議会の議決を求めよ

うとするもの

※根拠法：地方自治法第252条の６

63 秋田市雄和左手子交流センターの指 ○雄和左手子交流センターの指定管理者を

定管理者を指定する件 指定しようとするもの

・指定管理者の所在地

秋田市雄和左手子字清水下49番地

・名 称 社団法人左手子報徳会

・指定の期間

平成17年４月１日～平成19年３月31日

※根拠法:地方自治法第244条の２第６項
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64 土地を買い入れる件 ○西部工業団地における誘致企業への貸付

用地として取得するため、議会の議決を求

めようとするもの

・土地の所在 新屋鳥木町１番95ほか５筆

・土地の種類 宅地

・土地の面積 48,316.05㎡

・予 定 価 格 1,401,165,450円

・契 約 先 (財)秋田市都市建設公社

※根拠法：地方自治法第96条

65 市道路線を廃止する件 ○県道と重複した路線等を整理するため、

廃止しようとするもの

・廃止路線 6路線 延長1,394.00ｍ

※根拠法：道路法第10条第３項

66 市道路線を認定する件 ○宅地造成に伴い新設された道路等を市道

路線に認定しようとするもの

・認定路線 18路線 延長4,603.90ｍ

※認定後の市道総延長 約1,941Km

※根拠法：道路法第８条第２項

67 秋田市大森山動物園会計へ繰り入れ ○大森山動物園会計の事業推進のための一

る件 般会計からの繰入れを行おうとするもの

・繰入金額 338,333千円以内

※根拠法：地方財政法第６条

68 秋田市農業集落排水会計へ繰り入れ ○農業集落排水会計の事業推進のための一

る件 般会計からの繰入れを行おうとするもの

・繰入金額 200,207千円以内

※根拠法：地方財政法第６条

69 秋田市中央卸売市場会計へ繰り入れ ○中央卸売市場会計の事業推進のための一

る件 般会計からの繰入れを行おうとするもの

・繰入金額 14,249千円以内

※根拠法：地方財政法第６条

「追加提案」

「 人 事 案 」 ７ 件

70 秋田市教育委員会委員の任命につい ○現教育委員会委員の藤盛節子氏の任期満

て同意を求める件 了（平成17年３月 31日）に伴い、その後任

の任命について同意を求めるもの

・任期４年

※根拠法：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項
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71 秋田市教育委員会委員の任命につい ○現教育委員会委員の飯塚明氏の任期満了

て同意を求める件 （平成17年３月 31日）に伴い、その後任の

任命について同意を求めるもの

・任期４年

※根拠法：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

72 秋田市監査委員の選任について同意 ○現監査委員の渡部聡氏から平成17年３月

を求める件 31日をもって退職したい旨の退職願が提出

されたことから、その後任の選任について

同意を求めるもの

・任期４年

※根拠法：地方自治法第196条第１項

73 秋田市監査委員の選任について同意 ○現監査委員の堀井照重氏から平成17年３

を求める件 月 31日をもって退職したい旨の退職願が提

出されたことから、その後任の選任につい

て同意を求めるもの

・任期４年

※根拠法：地方自治法第196条第１項

74 秋田市公平委員会委員の選任につい ○現公平委員会委員の由利イセ氏の任期満

て同意を求める件 了（平成17年３月 31日）に伴い、その後任

の選任について同意を求めるもの

・任期４年

※根拠法：地方公務員法第９条の２第２項

75 人権擁護委員の候補者の推薦につい ○現人権擁護委員の伊藤敬一氏の任期満了

て意見を求める件 （平成17年５月 31日）に伴い、その後任候

補者の推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※根拠法：人権擁護委員法第６条第３項

76 人権擁護委員の候補者の推薦につい ○現人権擁護委員の鈴木光喜氏の任期満了

て意見を求める件 （平成17年５月 31日）に伴い、その後任候

補者の推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※根拠法：人権擁護委員法第６条第３項


